
事業者の皆様へ 

本市では現在、利用希望者に対して訪問型サービスが特に不足しています。 

ヘルパーの資格をお持ちでない方でも、本市が開催する「市認定ヘルパー養成講座」

を受講すること等で、生活援助訪問型サービスに従事できるようになります。 

事業者の皆様におかれましては、是非とも本事業への参入について、ご検討のほど

よろしくお願いいたします。 

 

習志野市では、年に２回、６月と１１月に、市認定ヘルパー養成講座を開催しています。 

市の広報やホームページなどで開催のお知らせ・参加募集をしています。 

主婦業で身につけた力を発揮したい！地域に貢献したい！という意欲のある、３０代～

７０代まで幅広い年齢層の方が受講されています。 

講座の最終日には、事業者と受講者とのマッチングのお手伝いもします！ 

 

◇事業対象者、要支援１・２の方の居宅を訪問し、身体介護を伴わない「買い物」「掃除」

「洗濯」「調理」等の家事支援を行います。 

◇習志野市介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業の１つで、本市の指定を

受けることにより、本市の被保険者へサービスを提供することができます。 

◇人員基準が緩和されています。管理者・サービス提供責任者の配置基準は訪問介護と

同等ですが、一体的に運営する場合、訪問介護・従前相当サービスと兼務可能です。

訪問介護員等は、訪問介護と同じ有資格者に加え、「市認定ヘルパー」もＯＫで、配置

人数も１人からＯＫです。 

⇒つまり、現在、訪問介護・従前相当サービスを実施している事業者の場合、あと１人

でも確保できれば、生活援助訪問型サービスの実施が可能です！ 

 

◇本市が実施する、市認定ヘルパー養成講座を受講すると市認定ヘルパーになれます。 

◇習志野市認定ヘルパーと同等の資格として、県や他市で実施されている同様の研修を

修了した者についても認めます。 

◇市認定ヘルパー養成講座を聴講した事業所と事業所内養成研修実施説明会に参加した

事業所では、事業所内で研修を実施し、市認定ヘルパーを養成できます。 

 

 

 

市認定ヘルパー養成講座とは 

生活援助訪問型サービスとは 

市認定ヘルパーになるには 

担当：習志野市健康福祉部高齢者支援課包括推進係 

電話：０４７－４５４－７５３３ 

 
まだ指定を受けて 

いない事業所も 

参加ＯＫ！ 

 
無資格の人を雇用して

から事業所内で研修を

行うことも可能！ 


